
対象世帯（生活保護を受給している世帯は対象外です）
次の１～４のすべてに該当していること。
１　平成20年１月１日から申請時まで、当市に住所を有していること
２　平成19年度の市民税が非課税世帯であること
３　居宅生活を送っていること（１月１日から１カ月以上、入院・入所など
　　をしていない）
４　平成20年１月１日から申請日まで、次のいずれかの世帯であること
　①高齢者世帯…満65歳以上のかたのみの世帯（単身世帯を含む）
　②障害者(児)のいる世帯…身体障害者、愛護手帳、精神障害者保健福祉手
　　帳のいずれかを所持しているかたがいる世帯
　③ひとり親世帯など…平成元年４月２日以降に生まれた児童を養育してい
　　る母子または父子世帯など
助成額　１世帯当たり　7,000円
申請者　該当する世帯の世帯主（ただし、申請の手続きは、代理人でも可）
助成の方法　世帯主名義の預金口座（㈱ゆうちょ銀行を除く）に振り込み
持参するもの
１　世帯主本人が申請手続きをする場合
　①申請者本人を確認できるもの(自動車運転免許証､保険証など)
　②障害者(児)のいる世帯として申請する場合は、障害者手帳
　③ひとり親世帯などとして申請する場合、ひとり親家庭等医療費を受給さ
　　れているかたは、受給資格証
　④世帯主名義の預金通帳（㈱ゆうちょ銀行を除く）と認印
２　代理人が申請手続きをする場合　上記①～④に加えて次のもの
　⑤代理人を確認できるもの(自動車運転免許証､保険証など)と代理人の認印

 旧十和田市地区のかた　
　受付時間　午前９時～午後５時
期 間 場 所 対 象 地 区

２月４日㈪
総合福祉センター
(市社会福祉協議会)
※市民図書館西 
　隣にあります。
※駐車場が狭い
　ため、車でお
　いでになるか
　たは、市役所
　駐車場などを
　ご利用くださ
　い。

稲生町、穂並町、東一番町
～東十二番町

２月５日㈫ 東十三番町～東二十四番町

２月６日㈬ 西一番町～西十二番町

２月７日㈭ 西十三番町～西二十三番町

２月８日㈮ 元町西、元町東、ひがしの、
一本木沢

２月12日㈫ 大字三本木

２月13日㈬
大字赤沼、切田、深持、洞
内、大沢田、馬洗場、立崎、
八斗沢、豊ヶ岡

２月14日㈭ 大字相坂、藤島、伝法寺、
米田、大不動、滝沢

２月15日㈮～
３月19日㈬
※土･日曜日  
を除く。

介護保険課
福　祉　課

※地区指定はありません。

期 間 場 所 対 象 地 区
２月４日㈪～
３月19日㈬
※土･日曜日、
　祝日を除く。

十和田湖支所
市民生活課 大字法量、奥瀬、沢田

 旧十和田湖町地区のかた　
　受付時間　午前９時～午後５時

問い合わせ先　福　祉　課（☎内線256･262）
　　　　　　　介護保険課（☎内線252･253）

平成18年度　介護保険事業特別会計決算状況平成18年度　介護保険事業特別会計決算状況

　介護保険のサービスを利用した場合、利用者は原則として１
割を負担し、残り９割は市から保険給付として各サービス提供
事業者に支払われます。いくつかの居宅サービスを例にとると
右表のようになります。

款 収入額
支払基金交付金 1,413,036
国庫負担金 1,120,566
保険料 938,822
一般会計繰入金 777,879
県負担金 684,829
繰越金 113,814
諸収入 13,819
使用料及び手数料 235
財産収入 3
市債 0

計 5,063,003

款 支出額
保険給付費 4,497,546
総務費 177,707
公債費 121,818
諸支出金 114,124
地域支援事業 49,035
財産安定化基金拠出金 4,566
基金積立金 3

計 4,964,799

差引（剰余金） 98,204

歳　入 (単位：千円) 歳　出 (単位：千円)

サービス費用と保険給付

　65歳以上１人当たりに要した保険給付額は、県内10市の平
均257,735円に対し、十和田市は295,348円と一番高くなってい
ます。
介護保険料について
　介護保険料は保険給付額が増えるほど高くなる計算方式と
なっています。保険料のさらなる増加を防ぐためにも、適正な
サービス利用に努めましょう。

歳出の「保険給付費」の主なものは、訪問介護
や通所介護などの居宅サービス費25億9,426万
円、特別養護老人ホームや老人保健施設などの
施設サービス費16億6,202万円です。

　歳出の「公債費」とは、平成12～15年度の
県からの借入金を返す返済金です。

　剰余金のうち、413万円は平成19年度執行の
事務費、9,681万円は国・県・市等からの交付
金を精算により返す返還金で、実質的な収支は
273万円の赤字です。
　介護保険には、介護保険料の収入不足に備え
るため、実質的な剰余金を積み立てておく基金
が設けられています。基金の残高は271万円で
す。

サービス種類 要介護１～５ サービス費用 利用者負担 保険給付

訪 問 介 護
(ホームヘルプ)

身体介護
(30分以上
１時間未満)

4,020円 402円 3,618円

訪 問 看 護
訪 問 看 護 ス
テーションか
ら(30分未満)

4,250円 425円 3,825円

通 所 介 護
(デイサービス)

６時間以上
８時間未満

6,770円～11,250円
(送迎含､食事代別)

677円
～1,125円

6,093円
～10,125円

通所リハビリ
テ ー シ ョ ン

６時間以上
８時間未満

6,880円～13,030円
(送迎含､食事代別)

688円
～1,303円

6,192円
～11,727円

65歳以上１人当たりの保険給付額

問い合わせ先　介護保険課
　　　（☎㉓5111内線294）

　本市では、原油価格の高騰対策として次により、対象となる世帯に対
し申請に基づき灯油購入費の一部を助成します。


